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ているとの答弁を受けたところであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定をいたしました。 

 以上で、厚生常任委員会に付託になりました

案件審査の報告を終わります。 

○浅野敏明議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、日程第10、議案第16号 指定管理

者の指定について及び日程第11、議案第17号 

指定管理者の指定についての２件について、討

論の通告がありませんので、討論を終結し、順

次採決いたします。 

 まず、日程第10、議案第16号 指定管理者の

指定についての１件について、厚生委員長の報

告は、原案可決であります。 

 厚生委員長の報告のとおり決するに賛成の議

員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、議案第16号は、厚生委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第11、議案第17号 指定管理者の

指定についての１件について、厚生委員長の報

告は、原案可決であります。 

 厚生委員長報告のとおり決するに賛成の議員

の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、議案第17号は、厚生委員長報告のと

おり決定いたしました。 
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○浅野敏明議長 次に、産業・建設常任委員会の

審査の報告を求めます。 

 内谷邦彦委員長。 

  （内谷邦彦産業・建設常任委員長登壇） 

○内谷邦彦産業・建設常任委員長 令和４年３月

市議会定例会において、産業・建設常任委員会

に付託になりました議案５件について、審査い

たしました経過と結果についてご報告申し上げ

ます。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る３月14日

に開催し、委員全員出席の下、当局関係者の出

席を求め審査をいたしております。なお、議案

の該当箇所につきましては、現地踏査をいたし

ましたことを申し添えます。 

 それでは、議案第20号 市道路線の認定につ

いて及び議案第21号 市道路線の廃止について

の２件について、関連がありますので、一括し

て申し上げます。 

 議案第20号では、県営農地整備事業による市

道高関３号線の終点の変更及び清水町地内道路

の市道路線の認定を行うため、また、議案第21

号では、県営農地整備事業による市道高関３号

線の終点の変更に伴い市道路線の廃止を行うた

め、それぞれ提案されたものであります。 

 採決の結果、議案第20号及び議案第21号は、

いずれも全員一致で原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 次に、議案第18号 指定管理者の指定につい

て申し上げます。 

 本案は、一般社団法人長井市コミュニティ協

議会を指定管理者に指定し、長井市多目的研修

センター向山荘の管理を行わせるため提案され

たものであります。 

 質疑に入り、委員からは、地方自治法第244

条の２第６項の規定とはどのようなものかとの

質疑がなされ、農林課長からは、指定管理者に

指定する場合は、議会の方にお諮りしなければ
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いけないという内容であるとの答弁を受けたと

ころであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第29号 長井市特用林産物展示実

習施設設置条例を廃止する条例の設定について

申し上げます。 

 本案は、長井市特用林産物展示実習施設こぶ

し荘の解体に伴い、提案されたものであります。 

 質疑に入り、委員からは、こぶし荘はいつ解

体されたのかとの質疑がなされ、農林課長から

は、令和元年度当初予算で計上し、同年６月か

ら解体工事を進めたとの答弁を受けたところで

あります。 

 また、委員からは、条例対応が遅いのではな

いかとの質疑がなされ、農林課長からは、今後

このようなことがないように、速やかに条例廃

止等の手続を踏むよう気をつけてまいりたいと

の答弁を受けたところであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第19号 指定管理者の指定につい

て申し上げます。 

 本案は、株式会社タスパークホテルを指定管

理者に指定し、長井市産業振興交流拠点施設の

管理を行わせるため提案されたものであります。 

 質疑に入り、委員からは、指定管理の期間を

５年にした理由は何かとの質疑がなされ、商工

振興課長からは、タスパークホテルについては

これまでも運営していただいており、指定管理

ではなかったものの実績もあるため、５年間で

設定させていただいたとの答弁を受けたところ

であります。 

 また、委員からは、商工会議所の移転も含め、

いつ頃全体像を示してもらえるのかとの質疑が

なされ、産業参事からは、現時点では明確な全

体像を示すことはできないが、商工会議所は３

階に移動していただく予定であり、その他の施

設についても、拠点整備交付金やtoto事業を活

用し、整備を進めていきたいとの答弁を受けた

ところであります。 

 また、委員からは、タスパークホテルの利用

者をいかに確保するかが大事ではないかとの質

疑がなされ、産業参事からは、ホテル経営の一

部として、施設活用をセット商品として販売す

ることなどを含め検討し、運営してまいりたい

との答弁を受けたところであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、産業・建設常任委員会に付託になり

ました案件審査の報告を終わります。 

○浅野敏明議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浅野敏明議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、日程第12、議案第18号 指定管理

者の指定についてから日程第16、議案第29号 

長井市特用林産物展示実習施設設置条例を廃止

する条例の設定についてまでの５件について、

討論の通告がありませんので、討論を終結し、

順次採決いたします。 

 まず、日程第12、議案第18号 指定管理者の

指定についての１件について、産業・建設委員

長の報告は、原案可決であります。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、議案第18号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第13、議案第19号 指定管理者の

指定についての１件について、産業・建設委員

長の報告は原案可決であります。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するに賛成
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の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、議案第19号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第14、議案第20号 市道路線の認

定についての１件について、産業・建設委員長

の報告は原案可決であります。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、議案第20号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第15、議案第21号 市道路線の廃

止についての１件について、産業・建設委員長

の報告は、原案可決であります。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、議案第21号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第16、議案第29号 長井市特用林

産物展示実習施設設置条例を廃止する条例の設

定についての１件について、産業・建設委員長

の報告は、原案可決であります。 

 産業・建設委員長報告のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○浅野敏明議長 起立全員であります。 

 よって、議案第29号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 
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○浅野敏明議長 次に、予算特別委員会の審査の

報告を求めます。 

 梅津善之委員長。 

  （梅津善之予算特別委員長登壇） 

○梅津善之予算特別委員長 おはようございます。 

 令和４年３月市議会定例会において、予算特

別委員会に付託になりました議案第５号 令和

４年度長井市一般会計予算をはじめ、特別会計

予算６件、企業会計予算２件の令和４年度予算

案９件について、審査いたしました経過と結果

についてご報告申し上げます。 

 予算特別委員会は、会議日程に従い、３月15

日に審査を行いました。審査に当たっては、各

会計予算の概要について担当課長から説明を受

けた後、４名の委員の総括質疑が行われ、終了

後に細部審査を行ったところでありますが、そ

の経過につきましては、議長を除く全員で構成

する委員会でありますので、後刻会議録により

ご承知くださいますようお願い申し上げ、審査

の結果のみご報告申し上げます。 

 まず、議案第５号 令和４年度長井市一般会

計予算の１件につきましては、賛成多数で原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第６号 令和４年度長井市国民健

康保険特別会計予算、議案第７号 令和４年度

長井市山形鉄道運営助成事業特別会計予算、議

案第８号 令和４年度長井市訪問看護事業特別

会計予算、議案第９号 令和４年度長井市介護

保険特別会計予算及び議案第10号 令和４年度

長井市後期高齢者医療特別会計予算の５件につ

きましては、いずれも全員一致で原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第11号 令和４年度長井市宅地開

発事業特別会計予算の１件につきましては、賛

成多数で原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 次に、議案第12号 令和４年度長井市水道事

業会計予算及び議案第13号 令和４年度長井市


